
埋蔵文化財の取扱いについてのフローチャート

事業者 市教委 県教委 定式的な書類
・開発計画の立案
・遺跡有無の確認①

・遺跡の有無の調査
　　現地踏査 　（事業者→市教委）
　　伐採後確認
　　試掘調査

（・適宜指導）

遺跡の確認回答②
・着工可 　　遺跡なし

　　遺跡あり 　（市教委→事業者）

（確認調査）
（・適宜指導） 　　〔文化財保護法第93条〕

・工事計画決定 ・保存方法決定

・土木工事の届出③ 　　　　経由 ・指示等

着工可 　　現状・地下保存
　　記録保存（発掘調査）

・発掘調査の届出・報告

・指示等
　〔文化財保護法第92条〕

・現地調査
・受理

（・適宜指導）

・現地調査終了
・発掘調査終了届⑥ 　〔文化財保護法第99条〕
・終了確認依頼⑦

着工可 終了確認⑧
⑥「発掘調査終了届」

　　　　　・整理調査
　（調査担当者→市教委・調査
　終了後速やかに）

　　　　　・報告書刊行
⑦「発掘調査の終了確認に
　ついて（依頼）」
　（調査主体者→県教委・調査
　終了後速やかに）

⑧「発掘調査の終了確認につ
いて（回答）」
　（県教委→調査主体者）

・県教育委員会への届出等の書類は、すべて市教育委員会を経由いたします。
・各書類の様式は、市教育委員会に用意しています。

〔協議：保存方法、工事計画〕

〔調査に関する協定ないし調査委託契約締結〕
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　　　　　　　　　　　〔実績報告〕

〔協議：調査詳細計画〕

　　　　　　　　　〔中間報告〕

⑤「埋蔵文化財発掘の報告
　について」

　（市教委→県教委・調査着手
　後速やかに）

①「埋蔵文化財の取扱いに
　ついて〔確認・協議〕」

発
掘
調
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③「埋蔵文化財発掘の届出に
　ついて」

　（事業者→県教委・発掘の
　60日前まで）

④「埋蔵文化財発掘の届出に
　ついて」

　（調査担当者→県教委・発掘
　調査の30日前まで）
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②「埋蔵文化財の取扱いに
　ついて〔回答〕」

民間調査機関等の

場合④ 

 

市教育委員会 

の場合⑤ 


